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１ 趣旨 

この基準は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第１項及び

第２項（第２号を除く。）の規定に基づき、実施機関（熊本県個人情報の保護に関する法律施

行条例（令和４年熊本県条例第４４号）第２条第１項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）

が実施機関以外のものに個人情報取扱事務（実施機関が所掌する事務であって、当該事務を執

行する上で個人情報の保有、利用、管理等の取扱いを伴うもの。以下同じ。）を委託する場合

において、実施機関及び当該委託を受けたものが講ずべき安全管理の措置に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

２ 基準の対象となる委託契約 

この基準の対象となる委託契約は、実施機関が実施機関以外のものに個人情報取扱事務の全

部又は一部を依頼する契約のすべてをいい、一般に委託と称される契約のほか、印刷、筆耕、

翻訳等の契約及び収納事務の委託等の公法上の契約を含むものとする。ただし、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条第１項に規定する公の施設の管理及び同法第２５２条の１

４から第２５２条の１６までの規定による県の事務の一部の他の地方公共団体への委託につい

ては、この基準は適用しない。 

なお、特定個人情報を含む個人情報取扱事務の委託については、この基準に定めるもののほ

か、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）及び「特定個人情報の安全管理に関する基本方針」の定めるところによるものと

する。 

 

３ 委託に当たっての留意事項 

実施機関が実施機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をするときは、次の事項に留意す

るものとする。 

(1) 受託者の選定に当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」（以下「別記特記事項」という。）

を遵守できるものを慎重に選定すること。 

(2) 入札に当たっては入札前に、随意契約に当たっては見積書を徴するときに、契約内容に別記

特記事項があることを相手方に周知すること。 

(3) 委託の内容に応じて個人情報の利用目的及び利用範囲等を明確に示し、受託者が目的以外に

利用することがないようにすること。 

(4) 委託事務を処理させるために受託者に提供する個人情報は、委託事務の目的の範囲内で必要



かつ最小限のものとすること。具体的には、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人情

報等の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載

の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずること。 

 

４ 契約に当たっての措置 

(1) 個人情報取扱事務の委託に係る契約書には、受託者が別記特記事項を守るべき旨を記載する

ものとする。ただし、契約書中に別記特記事項に掲げる内容を記載することを妨げないもので

あること。 

(2) 契約書によらないで契約するときは、別記特記事項を契約事項として交付するものとし、ま

た、特に必要があると認めるときは、受託者が別記特記事項を守る旨を記載した誓約書等を徴

しなければならないものであること。 

 

５ 契約後の措置 

(1) 個人情報保護のための措置等が的確に履行されるよう、必要に応じて受託者に対して報告を

求め、又は実地に調査を行う等により、受託者に対する監督を十分に行わなければならない。 

(2)  受託者から個人情報を取り扱う事務の再委託について協議があったときは、必要な事項を記

載又は添付した書面の提出を求めなければならない。この場合において、県は、委託業務の目的

を達成するため必要と認められ、及び次に掲げる事項のすべてが認められる場合を除き、承諾し

てはならない。 

① 受託者が再委託先に対し、３(2)及び(3)と同様の内容を周知し、特記事項と同等の義務を課

していると認められ、これらを証する書類の写しが県に提出されていること。 

② 再委託を行う事務の範囲及び再委託先に引き渡す個人情報の範囲が特定され、及びその範囲

が必要かつ最小限であると認められること。 

③ 特記事項第１３に規定する資料等の返還等の措置が確実に、かつ、適切に講じられると認め

られること。 

④ 受託者が再委託先に対して、再委託先との契約事項を遵守しているか等の監督を十分に行う

と認められ、その監督責任者の氏名及び連絡先を記載した書類が県に提出されていること。 

⑤ 再委託により事故が発生した場合の責任の所在が明確にされていること。 

⑥ 再々委託が禁止されていること（特定個人情報を除く）。 

⑦ その他再委託に係る個人情報の保護に関し、安全確保の措置が講じられていると認められる

こと。 

 

契約書の記載例 
 

 （個人情報の保護） 

 第○条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについて 

  は、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

 

 注：「乙」は、受託者を指す。 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、こ

の契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのない

よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らして

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （責任体制の整備） 

第３ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制

を維持しなければならない。 

 

（責任者等の届出） 

第４ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る責任者（以下「個人情報保護責任

者」という。）及び業務に従事する者（以下「作業従事者」という。）を定め、書面

により甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、個人情報保護責任者又は作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告

しなければならない。 

３ 乙は、定めた個人情報保護責任者又は作業従事者以外の者が当該個人情報を取り扱

うことがないようにしなければならない。 

 

 （保有の制限） 

第５ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、甲の指示

を受け又は事前の承諾を得た上で、その業務の目的を達成するために必要な範囲内

で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第６ 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失

及びき損の防止その他個人情報の安全管理のため、ＢＣＣ（ブラインド・カーボン・

コピー）によるメール送付の徹底、複数の職員による確認やチェックリストの活用、

適正なサイバーセキュリティ水準の確保等の措置その他必要かつ適切な措置を講じ

なければならない。 

 

（作業場所の特定） 

第７ 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業

を行う場所を明確にし、あらかじめ書面により甲に報告しなければならない。 

R5.4.１施行 



 

 （利用及び提供の制限） 

第８ 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関し

て知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供

してはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記

録された資料等を、甲の指示又は事前の承諾なしに複写し、又は複製してはならな

い。 

 

 （持出しの制限） 

第１０ 乙は、甲の指示又は事前の承諾がある場合を除き、この契約による業務に関

し取り扱う個人情報を作業場所から持ち出してはならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第１１ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、甲が承諾した場合を除き、第三者（乙に子会社（会社法（平成１７年法律第８

６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）がある場合にあっては、当

該子会社を含む。以下同じ。）にその処理を委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が

乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさ

せなければならない。 

 

 （派遣労働者の利用時の措置） 

第１２ 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合は、当該派遣労

働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該派遣労働者の全ての行為及

びその結果について責任を負うものとする。 

 

 （資料等の返還等） 

第１３ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙が保

有した個人情報が記録された資料・電子媒体等は、業務完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。また、乙が管理する機器等に記録された電子情報につい

ては、適正に消去・廃棄した旨の報告を書面で提出するものとする。ただし、甲が

別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （作業従事者への周知） 

第１４ 乙は、作業従事者に対して、在職中及び退職後において、この業務に関して

知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的

に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項及び個人情報の



保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１７６条又は第１８０条の規定に

該当した場合は罰則の適用があることを周知するものとする。 

 

 （指示・報告） 

第１５ 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確

保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は本特記事項の遵守状況等、必要な

事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 

 

 （実地調査） 

第１６ 甲は、必要があると認めるときは、乙における管理体制及び実施体制並びに

個人情報の管理の状況について随時実地に調査することができる。 

 

 （事故発生時の対応） 

第１７ 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は

発生したおそれがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直

ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生

状況等を報告し、甲の指示に従わなければならない。 

２ 乙は、前項の漏えい等の事故が発生した場合には、被害拡大の防止、復旧、再発

防止等のために必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。 

３ 甲は、第１項の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関

する情報を公表することができる。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第１８ 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損

害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

注１：「甲」は熊本県を、「乙」は受託者を指す。 

 ２：委託業務の実態に即して、必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略若しくは削除

することができる。 



（参考様式 第４及び第７関係） 

 

年  月  日 

 

熊本県知事 様 

 

○○○○○○○○○○ 

（名称及び代表者氏名） 

 

個人情報保護責任者及び作業従事者の管理及び実施体制等について 

○○○○○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第４及び第７」に基づき、個人情報

の取扱いに係る責任者等並びに作業場所について、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 個人情報保護責任者 

所属・役職 氏 名 
連絡先 

（事故発生時等） 

   

   

 

２ 作業従事者 

所属・役職 氏 名 

  

  

  

  

  ※ 必要に応じて欄を追加すること。 

  ※ 作業従事者は、当該個人情報取扱事務に照らし、必要最小限の人数とすること。また、個人情報保護責任者

は当該作業従事者を確実に把握しておくこと。 

 

３ 作業場所 

 

※甲の承諾を得た上で、当該作業場所にて業務を実施すること。 



（参考様式 第１３関係） 

 

  年  月  日 

 

熊本県知事 様 

 

○○○○○○○○○○    

（名称及び代表者の氏名）   

 

個人情報が記録された電子情報の消去等について 

○○○○○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第１３」に基づき、個人情報が記録

された電子情報については、適正に消去及び廃棄したことを報告します。 

 

 

 


